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平成２６年度第６回（第８回）３市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会会議録 

○日 時  平成２６年１０月１８日（土）午後７時～９時 

○場 所  小平・村山・大和衛生組合 ４・５号炉 ３階 大会議室 

○委員 

（１）自治会・マンション管理組合等 以下のとおり（１８名） 

自治会・管理組合名 代表者 専任者 

プラウド地区自治会  飯島（代理） 岡崎（代理） 

栄一丁目自治会 － 町田雄治 

栄三丁目自治会 田中正明 岡田正嗣 

末広一丁目睦会 尾崎勝 － 

新海道自治会 清水勉 － 

東京ユニオンガーデン管理組合 大槻英二 － 

日神パレステージ東大和桜が丘管理組合 － 後藤隆康 

グランステイツ玉川上水管理組合 川崎（代理） 深澤正郎 

グランドメゾン玉川上水ウエストスクエア管理組合 － 坂本長生 

グランドメゾン玉川上水センタースクエア管理組合 岡田要一郎 森口恵美子 

グランドメゾン玉川上水イーストスクエア管理組合 小川昌平 － 

グランドメゾン玉川上水ノーススクエア管理組合 邑上良一 野々部宏司 

グランスイート玉川上水管理組合 斉藤理憲 － 

（２）３市・衛生組合 以下のとおり 

区 分 出 席 者 

組 織 市 

小 平 市 細谷ごみ減量対策課長 

東 大 和 市 松本ごみ対策課長 

武蔵村山市 － 

小平・村山・大和衛生組合 木村計画課長・片山事務局参事 

○事務局 

小平・村山・大和衛生組合 小暮業務課長・菅家計画課主査 

○出席者 

区 分 出 席 者 

組 織 市 

小 平 市 岡村環境部長 

東 大 和 市 田口環境部長 

武蔵村山市 － 

小平・村山・大和衛生組合 村上事務局長 
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【会 議 内 容】 

 

【邑上会長】 

 皆さん、こんばんは。時刻になりましたので、今日の協議会を始めたいと思います。 

 まず、事務局からの連絡お願いということで、木村さんにお願いします。 

【木村課長】  

 それでは、改めまして、こんばんは。本日はお忙しい中、お集まりをいただきましてあ

りがとうございます。 

 本日の内容でございますが、環境対策等について、それから今後の会議の進め方につい

てを内容とさせていただきます。環境対策ではＶＯＣについて、それから生活環境影響調

査についての説明をさせていただきまして、その後にご質問等をお受けしたいと考えてお

ります。 

 それでは、進行に当たりまして連絡とお願いをさせていただきます。会議の終了時間は

８時４５分を予定してございます。ご発言をされる場合には、会議録の作成もございます

ので、お名前の後にご発言いただきますようお願いいたします。 

 本日も各市担当部長が出席をしておりますので、よろしくお願いいたします。また、委

員であります武蔵村山市の部長におかれましては、本日、所用のため欠席となっておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 また、会議録でございます。先日送付させていただきました、メールでお送りさせてい

ただいた方、またアドレスをまだ把握してない方については紙ベースでお送りをさせてい

ただいております。先ほど訂正ということでご連絡をいただきましたが、ほかに何か訂正

がある方はいらっしゃいますでしょうか。特にはよろしいでしょうか。では、その内容で

最終的に会長と相談いたしましてホームページのほうにもアップをさせていただきたいと

思います。 

 事務局からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【邑上会長】  

 ＶＯＣの話とかが始まる前に、前回、メールを使っていろいろやりとりしたいという話

をさせていただきまして、今のところ数名のメールアドレスをこちらに連絡いただいてい

るということなので、今日終わった後、メールアドレス自体、連絡できる方は木村さんと

かこちらのほうに連絡していただいて、それを活用していきたいと思っていますので、そ

ちらよろしくお願いします。 

 あと会議録ですね。今回、つい先日配られたと思うので、私もまだそんなにじっくりよ
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く読めてないんですけれども、皆さん、先ほど問題ないですかということで、特に意見は

なかったようなんですけれども、まだちょっと時間かかるんじゃないかなという気はして

ますので、もうちょっと時間がほしいということであれば、その旨伝えていただければと

思います。今回、数名の方にメールでお送りしていて後は紙を送付しているんですけれど

も、可能であればメールでお知らせしてですね、事前に確認していただければなと思って

おります。 

【森口専任者】  

 それを確定して出来上がった段階では、次回紙で配付されるんですか。それとも、もう

ずっとそのままでしょうか。 

【邑上会長】  

 配付は紙だと思っていましたけれども。 

【森口専任者】  

 配付は最終的には紙でいただけるんですね。 

【木村課長】  

 いつもは先にお送りして、修正の分の通知をお送りして修正をいただいていたんですが。 

【森口専任者】  

 打ち出してあるので最終的にはほしいです。 

【邑上代表者】  

 もともとメールを使っていたのは、いろいろ修正があるだろうから、まず見ていただい

て、修正があるかどうかの確認を、まず最初に紙で送るんじゃなくてメールで見てもらお

うと思っていたんですね。 

【尾崎代表者】  

 正確な情報とスピード感をもって、結論を早くしようと、会議の進め方とか。そういう

意味でこれからそういう進め方しましょうねって、前回の話だったよね。 

【邑上会長】  

 そうですね。 

【尾崎代表者】  

 まあ、数名だけど、私も今回登録するけど。 

【森口専任者】  

 その紙のほうなんですけれど、今言ったのは、一番最初に訂正するのを、要するに最初

に迅速に見て、私たちが間違ってるかないかを皆さんで判断、自分が言ったことが違って

書かれてないかなんかを見ていただくようにメール送信して、最終的なものを紙でもらう
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か紙でもらわないかというのは、紙で欲しくない方もいらっしゃると思うんですよ、今。 

【尾崎代表者】  

 メールでいいんじゃないの。 

【森口専任者】  

 私、ここにパソコンで持ってこれないので、紙で持って歩いてるので、紙で欲しいので。

紙で欲しくない方の分は、それを希望とって配らないようにすることもできますか。 

【邑上会長】  

 そうですね。ちょっと後で決定することにしますけど、希望する方しない方いると思う

ので、希望する方は紙で、希望しない方はメールでということにしたいなと思います。 

【尾崎代表者】  

 それ赤で修正して、そのことでしょう？ 個人個人のメールをまた飛ばして、集めて、

最終的なものをどうするかの話なんだよね。 

【森口専任者】  

 はい。そうです。 

【尾崎代表者】  

 メールでいいんじゃないの、そんなの。 

【邑上会長】  

 実はウェブにも公開されたりはするので。紙で欲しい方もいるのはいると思います。じ

ゃあ、メールの話と会議録の話はそこまでです。 

 ここから、環境についてということでお願いします。今日はまずＶＯＣと生活環境影響

調査ということで、前回配っている資料、皆さんお持ちですか。今回、持ってきてくださ

いというふうに書いておいてくださいとお願いをして、書いてはあるんですけれども。も

し、ＶＯＣについてというのと生活環境影響調査についてという資料がない方はいますか

ね。大丈夫ですか。 

【木村課長】  

 前回お渡しを資料なんですが。もしない方がいらっしゃれば、ご用意しておりますので。 

【邑上会長】  

 じゃ、ない方は挙手をして。 

【尾崎代表者】  

 ＶＯＣのね。 

【邑上会長】  

 そうですね。ＶＯＣと、９月２０日の資料ということで配られているものではあります
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ね。 

 説明は、こちらのプロジェクターのほうに情報を出して説明していただけるということ

なので、ちょっとこちらを準備しますので、少々お待ちください。 

【片山参事】  

 事務局の片山です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 環境対策ということで、今日は生活環境影響調査のお話をさせていただきます。 

 その前に、皆さんご心配、不安に思われているＶＯＣ、前回資料をお配りしましたけれ

ども説明をしておりませんので、一緒に説明しながら勉強していきたいと思います。 

 まず、今日の説明の内容なんですけれども、第１章でＶＯＣとは何かということ。２つ

目にＶＯＣの有害性でわかっていること。それから３つ目に基準ですね。それと第４章で

発生源と環境濃度。それから第５章でＶＯＣの処理対策。６章で先進施設の対策の事例。

それから第７章で紛争の事例がありますので、それを紹介する。最後に、役割という書き

方は適切じゃなかったかなと思っているんですけれども、皆さんにお願いしたい、この協

議会にお願いしたい内容をまとめてございます。 

 まず、ＶＯＣなんですけど、揮発性有機化合物ということの略称でございまして、大気

中で気体となる有機化合物の総称ということでございます。大気中の光化学反応によって

光化学スモッグを引き起こす原因物質の一つというふうにされております。 

 それから、ＶＯＣの発生源なんですけど、塗料、洗浄剤、接着剤、インキ、それが７５％

ぐらい。それから、業種別に見て塗料を多く扱う業種からの排出が多い結果となっていま

すということでございます。 

 マクロ的に申し上げますとこんな形でございまして、ちょっと古いんですけど、平成１

２年度のＶＯＣの発生量ということで、環境省がまとめた資料でございまして、塗装です

とか、それからこれは燃料ですか、インキ、化学品、それから工業用洗剤、こういうもの

でございまして、１４６.５万トン、年間排出されているであろうといわれております。 

 それからＶＯＣの有害性、今、大気のことで申し上げましたけれども、大気環境への影

響というのは光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質等の二次生成粒子の原因物質とされ

ている。平たくいうと光化学スモッグですね、光化学スモッグの原因とされていると。そ

れからもう１つ、室内における影響ということでシックハウス症候群、それから化学物質

過敏症ということで問題となっているということでございます。それから作業環境におけ

る影響というのがありますね。塗料を扱うところとか有機溶剤を扱う工場で働いている

方々、この環境でございますけれども、粘膜刺激作用による慢性気管支炎、メチルアルコ

ールによる視神経障害、ベンゼンによる再生不良性貧血、それからトリクロロエチレンや
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トルエン、キシレンによる肝機能障害、トリクロロエチレンによる急性腎不全などの報告

があります。 

 それからシックハウス、皆さん方に直接影響してくる、心配されている方は皆さん、こ

のシックハウス症候群や化学物質過敏症ということになってくると思いますけれども、住

宅の高気密化などが進むに従って建材から発生する化学物質による室内空気汚染等とそれ

による健康被害が指摘されて、それがシックハウス症候群と呼ばれている。症状について

は目がちかちかする、鼻水、のどの乾燥、吐き気、頭痛、湿疹など人によってさまざまで

すと。まずそれが１つ。 

 それからもう１つは化学物質の過敏症ですけれども、最初にある程度の量の化学物質に

曝露される。曝露というのは、浴びるというか吸うというか、吸収ということですけれど

も、または低濃度の化学物質に長時間反復曝露されて、一旦過敏になってしまうと、その

後、極めて微量の同系統の化学物質に対しても過敏症を来すものがあり、これを化学物質

過敏症というふうに呼ばれております。 

 人体にどのぐらい有害なのかということですけれども、プラスチックの可塑剤として汎

用されているフタル酸ジエチルヘキシル、これについてはアトピー性皮膚炎を増悪すると

いう報告があります。プラスチックの可塑剤というのは何かというと、プラスチックに流

動性を与えたり成形しやすくしたり成形品に柔軟性を与えたりするために添加される物質

をいいますということですね。これは代表的な例で、あまり見たくはないでしょうけれど

も、フタル酸ジエチルヘキシルの化学構造を示したものをちょっと絵として入れてみたん

ですけど、こんな形をしているということで、このフタル酸は後でも出てまいりますけれ

ども、これはほとんど塩ビに入っております。塩ビのオモチャですとか塩ビのお風呂の桶

とか、ああいうものには大量にこれが入っております。それがアトピー性皮膚炎を増悪す

る要因になっているということが一つです。それから、ディーゼル排気粒子がアレルギー

性気管支炎を増悪することは明らかになっている。 

 これが２つ一緒になりまして脂溶性、脂に溶けやすい化学物質と残渣粒子が共存するこ

とで、アレルギー性炎症は相乗的に増悪するという報告があります。 

 それから、ＶＯＣに関する基準はどうなっているのということなんですけど、環境基準、

室内濃度指針値、作業環境評価基準と３つあります。環境基準は、先ほど申し上げました

大気汚染ですね。光化学スモッグに関する、主にそちらの視点からの規制でございまして、

ＶＯＣに該当する物質のうち、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、

ジクロロメタンの環境基準が設定されています。これは後で生活環境影響調査のところで、

調査項目に考えておりますので説明をさせていただきます。 
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 環境基準とは何かというと、ヒトの健康の保護、及び生活環境の保全の上で維持される

ことが望ましい基準ということで、これに従って、例えば自動車の排ガス規制であるとか

工場の排出規制であるとか、そういうものが定められている、こういう性質のものです。 

 ２つ目が室内濃度指針。さっき申し上げましたけれども、シックハウス症候群というの

がありまして、それに対して厚生労働省では濃度指針値を設けております。この濃度指針

値は何かというと、現時点で入手可能な毒性にかかわる化学的知見から、ヒトがその濃度

の空気を一生涯にわたって摂取しても健康への有害な影響を受けないであろうと判断され

る値を算出したものということになっていまして、これらを基準に、例えば室内で使う塗

料のＶＯＣ規制、それからこういう壁紙を張る糊ですね。こちらから飛散するＶＯＣが抑

えられるように規制がされているようでございます。 

 ３点目が、今度は働く人ですね。先ほどの工場の中で有機溶剤の作業をする人がいるわ

けですけれども、それらの方々に対する基準として労働安全衛生法で作業環境評価基準と

いうのがございます。有機溶剤中毒予防規則によってクロロホルム、四塩化炭素、トルエ

ン、キシレンなど５４種類の有機溶剤に対して対策を規定している、こういう状況でござ

います。 

 それからＶＯＣの発生源と環境濃度なんですけど、１つ目に人為的発生源、人為的発生

源は溶剤と自動車であるといわれております。自動車や船舶など、こういうのを移動発生

源というんですが、これが２８％、工場などの固定発生源、私どもも工場をつくりますと

固定発生源になるわけですが、これが７２％。内訳は塗装ですね、それと工業用溶剤から

５０％、溶剤以外では給油所、ガソリンを入れるところですね、あそこはガソリンが揮発

しますので、それが出ているということでございます。それから、一般家庭、オフィスの

発生割合ですが、都内ＶＯＣ発生量の１３万トンのうち、１２％は一般家庭やオフィス等

で消費する商品等の使用によるという研究結果というか論文がありました。 

 一般家庭やオフィスの排出は、防虫剤、ヘアカラーなど、エアゾール製品ですね、噴射

する、シュッと出るものですけれども。それから排出量の多いのはエチルアルコールや、

ＬＰＧ、パラジクロロベンゼン等であったと。アルコール類についてはエチルアルコール、

これは医薬品ですね、殺菌、消毒剤。それから化粧品、ヘアカラーなど。炭化水素系につ

いてはＬＰＧ、エアゾール、ブタン、イソブタン。これは発泡スチロールの発泡剤に使わ

れています。発泡スチロールは膨らんでいますけど、膨らます元になっている気体がブタ

ン、イソブタンということでございます。それからハロゲン系というのがあるんですけれ

ども、パラジクロロベンゼン、これは有名な防虫剤ですね、それからオルトジクロロベン

ゼン、これは車用クリーナーなどに使われております。 
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 それから忘れていけないのは、別に無害なんていっている意味ではないですけど、事実

としてこういう分析結果も出ております。八王子では大体、オキシダント生成機能のうち

植物起源のＶＯＣに占める割合が１５から２０％ある。これは東京都の研究結果ですけれ

ども、冬は活性が劣るんでしょうか、植物からのＶＯＣは５％程度ということです。 

 それから容器包装プラスチック圧縮梱包施設における化学物質の実態ということで、な

かなか調べているところはなかったんですけれど、神奈川県の研究所が調べた結果ですけ

れども、活性炭等の除去設備のない３施設について調査しましたと。圧縮設備から５０セ

ンチの位置でサンプリングというのは、そこの空気を取りましたと。こういう条件でクロ

ロメタン１・３、ブタジエン、スチレン、これが圧縮梱包時に排出されているということ

です。だから、私どもの施設でもこれは出るだろうと。 

 それから、原因は、発泡剤あるいは容器包装の原料として使用されているためと考えら

れたと。それから２４時間のモニタリング。２４時間連続して測定をしてみると、環境基

準あるいは指針値、室内濃度指針値ですけれども、超える可能性は低いことが推測された。

それから、容器包装圧縮時にはＶＯＣあるいはフタル酸エステル類の排出があることが示

唆された。先ほど申し上げました、こんな変な亀の甲の図がありましたけれども、あれが

フタル酸エステルですね。これの排出があるということでございました。 

 そういうことで、活性炭がついてなくても環境影響はないだろうという論文なんですけ

れども、ＶＯＣ対策としてどのような例が近年とられているかというと、燃焼法と吸着法

とその他の方法と、大ざっぱに分けてみましたけれども、３つぐらいあります。その他の

方法についてはほとんど実用化されておりません。今説明申し上げますけれども、燃焼法

というのはＶＯＣの炭素を酸化してＣＯ２まで分解する、単純に燃やしちゃうということ

ですね。それから吸着法、これにつきましてはＶＯＣを物理的に吸着する方法。吸着剤に

は活性炭、ゼオライト、シリカなどが利用されている。一般的には活性炭が多いですね。

八王子でもこれでした。 

 その他の方法なんですけれども、これが全国で初めて八王子が取り入れた光触媒という

方法です。また、放電プラズマ法とかオゾン酸化、生物処理、薬液処理などがあります。

光触媒は脱臭・抗菌などに多く使用されています。これは一般論でございまして、そうい

う状況があります。 

 先進施設はどう対応しているのということなんですけど、これは２０年、２２年だった

かな、ちょっとすみません、北河内４市リサイクル組合。これは大阪の寝屋川市にある施

設で、私どもはよく寝屋川市ではというお話をさせていただいているんですけれども、施

設の各所で吸引した空気は活性炭吸着装置を通過させて活性炭で浄化した後、４階消音室
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から屋外に排気していますという、こういう対策を取っています。 

 それから多摩市ですけれども、こちらも活性炭でろ過後、排出しているという状況です。 

 それから、先ほども申し上げましたけれども、八王子市。圧縮時に排出される空気につ

いてはすべて吸引して、光触媒フィルターを１回通して、その後さらに活性炭吸着装置に

よって２段階でＶＯＣを除去しているという対策をとってございます。 

 それでもなお紛争事例がございまして、皆さんはいわゆる杉並病ってご存じかと思いま

すけど、杉並病といわれているところ。ＶＯＣといいますか、プラスチック等のごみ処理

施設から化学物質が出ているんじゃないかということのきっかけになったのが、いわゆる

杉並病といわれている病気です。概要は何かといいますと、平成８年に不燃ごみを圧縮し

て積みかえる施設、ですから、２トン車とか４トン車の収集車が４～５台来まして、それ

を大型車に積みかえるんですね。そのときに多少圧縮をします。これが東京都の杉並中継

所というんですけれど、これを建設して、平成８年４月以降、周辺住民から健康不調や異

臭についての訴えが杉並区等に多く寄せられたという状況があります。公調委（公害等調

整委員会）というのがあるんですけれども、こちらのところが原因裁定をしました。内容

は３つです。１つは、杉並中継所操業に伴って排出された化学物質によるものである。２

つ目は硫化水素だけに原因を限定できない。これは、東京都が硫化水素が原因だというふ

うに主張したものですから、それを否定している。 

 それから３つ目。ここが注目しているんですけれども、平成８年９月以降の住民の健康

不調と中継所の操業との関連を肯定できることは困難といっております。実はこの９月以

前に対策をとっております。活性炭フィルターをつけたり、汚水が滞らないように順次処

理できるような対策を取っておりまして、それ以降は認めませんよ、健康被害は認められ

ませんということが出ております。 

 それから、いわゆる杉並病と私どもの４団体の施設の関係でございますけれど、まず、

扱うごみ、私どもは資源ですけれども、全く異なっている。杉並の場合は不燃ごみの中継

施設でございまして、カップ麺の容器、プラスチック、陶磁器、紙おむつなどの不燃物の

処理施設であり、私どもはきれいな容器包装プラスチックを処理するために桜が丘に計画

している施設ということで、これとは全く扱うものが違いますよということが１つ。 

 それから、杉並中継所の分析結果でわかったんですけど、塗料、ワックス、殺虫剤、除

草剤、住宅系接着剤などの有害性のあるもの、スプレー缶、カセットコンロのボンベ、殺

虫スプレーなどでおおむね１０％以上の内容物の残留がある爆発性のもの、または灯油や

溶剤などおおむね１０％以上の内容物の残留がある引火性のものの混入が確認されており

ます。これらは、排出物は特に分別、私どもはさらに、きれいなプラスチックが来たらそ
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れを手で分別をして異物を取り除いて圧縮するわけですけれども、すべて分別を行うこと

なく圧縮されていた、こういうことがあります。 

 それから寝屋川なんですが、これはまだ公調委（公害等調整委員会）が裁定を下してお

りません。そろそろじゃないかと、時間的にそう思っているんですけれども、平成２３年

３月１日に５１人の方が廃プラスチックの処理会社、パレットといいますけどフォークリ

フトで積むときに爪に乗せる台になるものですけど、あれをつくっている会社、それと４

市のリサイクル組合を相手方とする原因裁定を求める申請があったということです。申請

の内容は以下のとおりであるとありますけれども、皮膚症状それから粘膜刺激症状、神経

系の機能障害等を中心とする健康被害は廃プラスチック施設から排出された有害化学物質

によるものであるということでございまして、現在手続きをしていると。２６年９月現在、

係争中であるという状況でございます。 

 その続きでありますけれども、建設に反対市民団体の情報です。これはそちら側の団体

のホームページから取ったもので、参考とさせていただきました。廃プラスチック処理会

社と北河内４市リサイクル施設組合の施設、１つが４市組合の、私どもが造ろうとしてい

る施設と全く同じようなタイプの施設ですけれども、容器包装プラスチックの圧縮梱包施

設。それからもう１つが廃プラスチックマテリアルリサイクル施設。梱包された容器包装

プラスチックを粉砕、溶融して成形すると、溶融が入るんですね。フォークリフト用の荷

台のパレットなどを生成する工場。ということでございます。 

 それから、その住民の皆さんの主な反対理由ですけれども、緑豊かな市街化調整区域に

大規模施設を建設するのは都市計画法違反である。有害化学物質の健康・環境への影響。

それからウとして説明責任。建設に際して住民への説明責任が果たされていない。エとし

て、造る必要のない施設での税金は無駄遣いである。既に同じような施設が寝屋川に存在

する、というのが皆さんの反対の主張でございます。 

 さて、最後でございますけれども、役割というのは適切じゃなかったかなと、私どもか

らお願いでございます。環境の側面と、それからプラザ機能、それから施設の姿について

協議をお願いしたいということは当初から申し上げておりました。それから環境の側面か

らの役割、お願いでございますけど、施設の環境対策の具体化を図っていくに当たって、

私どもではさまざまなものをこれから資料としてお示しする予定にしております。その資

料を元に必要な協議をお願いしていきたいということが１つ。 

 ２つ目が、今、この後お話ししますが、生活環境影響調査の調査、それから予測の範囲

の設定。これはパブコメもそうですし、皆様からもそうですし、それから説明会でも意見

交換会でも言われました。定量的データがないので安全かどうかはわからないと。確かに
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おっしゃるとおりです。で、定量的データをお示しするためには時間が必要です。後から

説明しますけれども、その定量的データは何なのかというのを、調査項目を決め、それか

ら調査範囲を決めるという作業が必要になってございます。そういうのがございますので、

調査予測の範囲について必要な協議をお願いしたい。この後説明申し上げます。 

 それから施設の操業後の問題ですけれども、操業前からこれは議論しておいたほうがい

いだろうということで、これも皆様からいただいた意見をこのようにしたいと思っており

ます。モニタリング内容の決定ですね。調査モニタリング。モニタリングは何かというと、

環境監視ですね。この内容については必要な協議をお願いして、それに基づいて進めてい

きたいと考えてございます。 

 以上でＶＯＣの説明を終わります。ちょっと時間がかかってしまいました。すみません。 

 生活環境影響調査はいいですか、続けていっていいですか。 

 以上のＶＯＣの基礎情報をもって、生活環境影響調査について私どもがこういうふうに

やりたい、こういうふうにやらせていただきたいという内容を説明いたします。できれば

早く示しなさいという意見もいただいておりますので、年度内に着手できるようにやりた

いというふうには考えてございます。 

 説明の内容でございます。生活環境影響調査の基本的な考え方。それから設置、廃棄物

処理施設ですね。資源物処理施設も廃棄物処理施設に法律上なりますので、手続きフロー、

それから、生活環境調査とは一体何なのかということ、それからその処理の流れ、事務処

理の流れ、それから調査内容についてということでございます。 

 文章ばかりで恐縮でございますけれども、基本的な考え方でございます。定量データを

得るためにやるわけでございますけれども、調査事項については大気環境、大気質、騒音、

振動、悪臭、及び水環境、水質・地下水であるということ。それから調査項目の具体的な

項目については、必要な生活環境影響調査項目を申請者が選定することになっております。

ですから、皆さんのご意見を伺いながら私どもで決めさせていただきます。それから、調

査対象地域についても申請者が設定する。それから現状把握ですね、今どうなっているの

かという調査ですけれども、既存の文献、資料または現地調査等に行うこととする。後で

説明いたしますけれども、基本的には国の指針に示された内容でやっていきますけれども、

既存の文献資料でやるのが一般的です。 

 ２として、現況調査は周辺地域の自然的条件、社会的条件の把握も予測を行う上で必要

な限度で行えばよいということが一つあります。関係ないものについてまではやりません

よということでございます。予測につきましては、定量的な予測が可能な項目については

計算により、それから困難な項目、定量的なものが困難な場合については、同種の既存事
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例から類推によって行ってもいいですよ、行うしかないわけですけれども、行ってくださ

いよということが指針に書いてあります。それから影響の分析については、環境基準の目

標と予測値を対比してその整合性を検討することになっております。ですから、環境基準

がないものについてはただ測定したというだけであって、定量的な比較データにはならな

いということでございます。 

 それから３番目、調査事項ごとの調査対象地域でございます。大気質については、私ど

もの施設の場合に限定して申し上げますと、廃棄物運搬車両の排気ガスによる影響。騒音・

振動については対象施設、ですから資源物処理施設から発生する騒音影響ですね。それか

らもう１つは廃棄物運搬車両の走行によって発生する騒音及び騒音の影響。悪臭につきま

しては対象施設から漏えいする悪臭による影響。これが内容になってございます。 

 さて、ちょっと小さくて申しわけございません。設置フローでございます。手続きのフ

ローでございます。廃棄物処理施設を設置するに当たっては地域の生活環境への影響調査、

これが今相談申し上げている、協議申し上げている生活環境影響調査の内容でございます。

これを行った後、告示縦覧というのがあります。市役所とか衛生組合とかで縦覧できる、

見ることができるように、皆さんの場合にはなります。その後、関係住民からの意見書の

提出を受けます。これは縦覧から１４日以内経過するまでって書いてありますね。縦覧期

間の終了の日の翌日から１４日以内、２週間ですね、受け付けることになります。そして

届け出をして設置ということになっていくわけでございますけれども、今一番大事なここ

の部分です。ここの部分で何を調査してどういう範囲でやるかを決めますと、後は機械的

に流れていきますので、ぜひ内容を確認していただきたいと思います。 

 さて、ここまで説明してさらに定義ですけれども、生活環境影響調査とは何かというこ

とです。廃棄物処理施設の設置については実施が法律で義務づけられております。目的は、

計画段階で当該施設の周辺地域の生活環境に及ぼす影響を調査することなんですよという

ことで、施設の形も排気口の位置もまだわからないで説明会はないだろうというご指摘も

受けるんですけれども、あくまでも計画の段階でやることが求められているということで

す。しっかりかたまってすべてが決まった状態、施設の形が決まった状態ではないという

ことです。それから、地域の生活環境に配慮したきめ細かな対策を検討するということで、

この調査によって必要になる対策があれば、その対策を逆に施設計画のほうに還元してい

く、そういう性質のものです。 

 生活環境影響調査の流れですけれども、今ご相談しているのはこの色つきの部分です。

調査事項の整理をして、調査対象地域を設定して、これを協議したいと思っています。３

カ月ぐらいはかかる仕事なんですけれども、皆さん、非常に定量的データということをお
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っしゃっていますので、できれば年度内に着手したいということで、今早めに相談をして

いるというところです。 

 それが終わりますと、今度は現況調査、現地調査を行います。４団体で合意しておりま

すので、やはり皆さんの不安が大きいものについてはしっかり調査をしようということで、

国の指定、指示にはないんですけれども、ＶＯＣを初めとする調査をやっていこうと。そ

れも春夏秋冬やらないと、年間どうなっているかわからないじゃないかということで、１

２カ月を予定しております。その後、影響の分析と報告書の作成を行いますということで、

全部で１８カ月ですか、を予定しております。 

 調査内容についてのその１なんですけど、基本的考え方については、生活環境影響調査

指針というのが国から示されておりまして、この指針に準拠してやる必要があります。 

 ２つ目として調査項目なんですけど、法令の規制対象となる項目ですよということなん

ですね。 

 ただ、３番目にありますけれども、法令の規制対象とＶＯＣはなっておりませんが、発

生が見込まれる、発生することは間違いないであろう、施設の稼働によってですね、ごく

微量でございますけれども、発生はします。このため、また環境基準も設定されている４

項目がございますので、その点については調査項目としていきたい。 

 それからもう１つですね、これも規制とはなっておりませんが、やはり道路交通の問題

に非常に皆さん、不安を持たれているということを、この協議会もそうですけど、いただ

いておりますので、交通量も加えてやりたいというふうに考えております。 

 さて、具体的に内容ですけれども、生活環境影響調査の対象となるのは施設と、それか

ら車です。この２つ。それが大気であったり振動・騒音であったり悪臭であったりという

ことで項目は別にあるんですけど、対象は２つです。 

 まず１つ目が施設の操業による影響ですけれども、先ほど申し上げましたように、大気

質については国からの指針にはないんですが、総揮発性有機化合物。ＶＯＣにトータルの

Ｔを付けてＴＶＯＣなんていったりしますけど、こちらとベンゼン、トリクロロエチレン、

テトラクロロエチレン、ジクロロメタンという、環境基準が定められているもの、これに

ついて、調査地点につきましても人家、それから商業施設等の位置４カ所と事業予定地の

５カ所。調査時期については、四季によってそれぞれ１週間をやろうと。気象につきまし

ては、事業予定地で四季においてそれぞれ１週間づつ、上と同じように１カ所でやりたい

というのが私どもの考えです。 

 それからもう１つ。これも施設の操業による影響の調査項目ですけれども、騒音・振動、

悪臭があります。騒音・振動につきましては、ここに東西南北ですね、敷地の境界。それ
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から平日の１日間をやりたい。悪臭については特定悪臭物質濃度と臭気指数、臭気濃度と

もいいますけれども、調査地点は敷地境界線上のほか大気質現地調査地点とすると。５カ

所ですね。それと調査時期は、夏季において１日、時間帯を代表できる数回と考えてござ

います。 

 もう１つ、廃棄物の運搬車両による影響でございます。これについては国の指示もござ

いまして、大気質については二酸化硫黄、窒素酸化物、一酸化窒素、浮遊粒子状物質とい

うのが必要ですよということになっています。これについては接続道路に面する敷地境界

の１カ所とする。調査時期は冬季に１回、１週間としたいと考えてございます。こういう

ものは冬にどうしても大気が安定しておりまして、希釈しづらい状況が冬でございますの

で、その一番悪い時期にやっていきたいと思っております。 

 これが運搬車両による影響について交通量ですね。７時から１９時の、１２時間の交通

量。調査項目として接続道路１カ所、及びその他廃棄物運搬車両の走行が見込まれる４カ

所を考えてございまして、５カ所でやりたい。調査時期は冬に１回、１週間やりたい。 

 騒音、振動でございますけれども、接続道路は１カ所、平日の１日、昼間２回朝夕各１

回の、計４回というふうに考えてございます。 

 すみません、長くなりましたけれども、以上でございます。 

【邑上会長】  

 どうもありがとうございました。以上でですね、ＶＯＣと生活環境影響調査についての

説明をしていただきました。前回、やり方ですね、進め方で、質問が出てきたらその場で

基本的に回答してもらうんですが、回答が納得いかないものだったりとかということが多

いので、きっちりこちらに明記して、納得いくような回答を出すという話をしたと思いま

す。その場で回答できないものは、また次回とかメールでやり取りするという話になって

いたと思いますので、今回からそれを始めてみたいと思います。 

 ですので、まずは今回の内容、説明した内容について質問がある方は、まず挙手してい

ただいて、その質問を、なるべく短くという言い方はあれなんですが、わかりやすく質問

していただきたいなと。それであれば回答も多分明確にしやすいんじゃないかなと思いま

すので、お願いしたいと思います。 

 基本的に、挙手していただく形でよろしいですかね。質問ある方はお願いしたいんです

けれども。 

【坂本専任者】  

 グランドメゾン・ウエストスクエアの坂本と申します。 

 先ほど説明がありましたＶＯＣについてですけれども、シックハウス症候群の化学物質
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過敏症ということで、このことについては、例えばシックハウスについてはクロロホルム

ということで、これは建築基準法の施行令でも法制化されておりまして、１種、２種、３

種ありまして、２種までは使用してはならないと明確にうたわれております。第３種です

けれども、１立米中０.０００５ミリグラムの使用については使用してもいいというような

ことがありますけれども、それも制度的には控えめに使いなさいということがあります。

皆さんご存じのように、石綿、イシワタですね、石綿使用による中皮腫の問題がありまし

て国が補償することになりましたが、使うときとか造るときは、全くそのときには原因が

わからないわけなんですね。ですので、こんなのを施設を造ってどうするんだと。全く意

味がないんじゃないか、無駄な時間じゃないかなと私は思うんですけれども。やらなくて

も、今できてるわけですよね。全く財政支出を伴うことなくできるわけ。 

 それと、杉並病がよく出ておりますけれども、杉並病について杉並区役所のほうに聞き

ましたら、８年につくって１２、３年で完全に廃止されておりますですね。だから今はな

いんですよ。だから、こういう轍を踏まないように、やる前に、賢明な方であればわかる

はずだと思うんですけれども。 

 それともう１つ、こういうのは議会で決まる話ですけれども、造らないほうがいいとい

う議員さんは非常に目先の利いたよく勉強されている方が造らないほうがいいとおっしゃ

っています。それは財政的にもよくわかっている方なんですね。ところが、造ったほうが

いいと言うのはどうかと思います。ですので、こういうのに時間をかけるよりも、焼却炉

という大規模な包括的なごみ処理施設について考えたほうがいいんじゃないかなと思うん

です。一応、それが質問です。以上です。 

【片山参事】  

 質問の内容がよくわからないんですけれども、焼却炉についても、それから不燃粗大ご

みの処理についても、もう限界に来ておりまして建て替えの時期におります。そんな中で、

何度も申し上げますけれども、４団体で、燃やす量を減らすためにプラスチックを資源化

をし、粗大ごみ処理施設の規模縮小を図るとともに、さらに性能の高い粗大ごみ処理施設

を造り、焼却施設への負荷を減らしていく。そんな中で３つの施設を上流側から整備して

いこうという考えで進んでおります。必要がないということではなくて、必要なために皆

さんにご覧のようにこういう説明をさせていただいているということでございます。 

 環境基準の件は、杉並中継所は動いておりません。これはなぜかというと、２３区清掃

一部事務組合ということで、東京都の区部は全部の区部が一緒で私どものような事務組合

をつくっております。私どもは小平市と武蔵村山市と東大和市ですけれども、２３区清掃

一部事務組合をつくっております。そこが焼却をすると。今まで焼却不適当としていたプ
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ラスチックを、集められたものについては焼却するという方針転換を図ったという背景が

あります。 

 さらに背景を申し上げますと、あまり長くなってあれですけど、東京都は施設の容量が

足りなくて、直接生ごみを埋め立てしていた時期があります。そんな状況でプラスチック

を燃すことはできなかったということがあって、プラスチックは燃やしていなかったとい

う背景があるんですけれども、ごみのリサイクルですとか市民の考え方、区民の考え方が

変わってごみが減ってきたということもあって、焼却処理できる能力までごみ量が減って

きたという背景があってそういう判断をされたと思っております。以上ですけど。 

【坂本専任者】  

 再度質問よろしいでしょうか。 

 すみません。今わからないっておっしゃったことが全くわからないんですけれども。ご

みの減量化ということであれば、なぜごみの有料化というのをやらないんですか。あと４

市しか残ってないけれども。これもですね、平成１５、６年に東京都市長会でごみの有料

化にしようということを決定されておりますよね。それでまだやらないで、なんでこっち

のほうに走るのかというのがわからない。二、三割減るというのはもうざらなんですよね。

東大和市が始めて非常に減ってるというのは、目に見えてわかっています。 

 ですので、小平市と武蔵村山市はなんでやらないんだろう。未議決になっていても、早

くやって、その結果を見て。これなんか、今全く問題なくやっているわけですから、そこ

のところを、なぜ急いでこれだけを造らないといけないのか。財政的にも、十何億とか出

てますけれども。恐らくそんなもんじゃ済まないと思いますが、なんでそんなに急がなき

ゃいけないんでしょうかね。 

以上です。 

【片山参事】  

 今、施設そのものの不要論というのがまた出ているんですけれども、有料化の問題はそ

れぞれの市の市民がそれぞれの市で考えることではないでしょうか。私どもも今お願いし

ている会につきましては、資源化を進めていく、そういう意思決定があり、施設を造らせ

ていただく。それは造らせていただくに当たって、ＶＯＣや、これから皆さんと協議させ

ていただきたいＶＯＣ、生活環境影響調査の問題を議論お願いしているわけで、東大和市

としては確かに有料化ということをされましたけれども、それぞれの市が市民として市と

対話する中で政策決定させていくものだというふうに考えておりますけれども。この場は

ぜひ生活環境影響調査、それからＶＯＣ、皆様方がこれまで言われて、ご指摘ありました

定量的データを示すために、その方法を今説明しておりますので、このことの議論をお願
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いしたいと思います。 

【邑上会長】  

 ちょっとですね、ごめんなさい。 

 それが、だから、こちらにいるからって訳じゃなんですけど、一旦は、まずは今説明い

ただいたＶＯＣの内容ですね。これじゃわからないとか、ここがわからないとか、ここに

書いてあるのがおかしいんじゃないかとか、まずはそういう話と、この調査の内容の話と

かについて、まず一旦やりたいなと。 

 個人的には、これを進めるということは、今そこの調査をするということは、その場所

が決まってないと調査できないので、場所が決まっていることについて認めているのかと

いう話はあるんですが、ちょっとそれは置いておいて、その話はまた別でやりたいと思う

ので、まずはこの内容について、で、これがわからなければさらに詳しい説明をしていた

だくとか、以前、何人かの方からありましたけれど、ＶＯＣの勉強会、さらに何か専門家

を呼んでやりたいとかいう話もありましたので、そこにつながるようなお話を、まずはで

すね、今の段階でちょっとしていきたいなと思うんですけど、よろしいですかね。 

 なので、まずはこのいただいた、先ほど説明していただいたこの２点の内容について、

一旦質疑していただきたいなと思います。 

【森口専任者】  

 グランドメゾンの森口です。 

 まず、フローの方の１ページ目のところの関係住民からの意見書の提出というのは、ど

こに出されますか。私たちはどこにそれを提出するようになるんでしょうか。関係住民か

らの意見書の提出。 

【片山参事】  

 私どもです。組合です。 

【森口専任者】  

 そうすると、これはパブコメと同じで、どんな意見が出ても、また自分たちのところへ

持っていって消化されるという取り方になりますが、意見です、それは。 

 それと、寝屋川のことに関しての意見なんですが、寝屋川は一番最初に市役所の「かざ

ぐるま」なんですが、かざぐるまを建設する前には市役所と同じぐらいのＶＯＣで済ませ

るという話が、ふたを開けてみたらそれよりとんでもない量だったので、その計器に目隠

しをしたというような事件がありました。今ここでも、ＶＯＣには環境基準がないのでと

いう話になっておりますが、私が求める環境基準は、工場の環境基準だからとか何々の環

境基準以下だからというものじゃなくて、市の平均、３市の平均のＶＯＣよりこれが、今
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あるものよりうんと高くなるようなものじゃ困ると思うんですね。わかりましたか。 

今、これは、今例えば東大和の市役所の屋上へ行ってＶＯＣ調べて、ここも調べて、で、

開けてみたら、操業が始まってみたらそれが何倍にもなったというのはとても困る問題な

ので、同じ税金を払って同じところに、同じ３市の中に住んでいるので、ここだけに環境

負担を多くするような、ＶＯＣが高くなるのが出ないという保証が得られるのかどうかと

いうのを質問にしたいと思います。でも、今すぐ答えられないと思うので、意見でいいで

す。 

 それとあと、協議してほしいということで、先ほど片山さんのほうから、ここの協議会

に対してのお願いというふうにしたほうがいいという話がありましたよね、ここの協議会

の役割ということで。これからの環境調査や何かに対してこの協議会の役割というのを、

お願いという言葉にしてほしいということで、お願いとして聞きますが、協議してほしい、

協議会に協議してほしいというお願いなんですが、こういうふうに協議をお願いされると

いうことは、何か私たちが方向性をもって結論をもって、例えばこういうものをやってほ

しいという意見として、方向性とか意思とかを出していいということなのかどうかという

ことが質問で、その件に関して情報公開した会議録によると、小平市のほうで、今後、会

長や副会長が選任され、例えば協議会の意思を確認したいとなった場合、このまま話が平

行線になった際の一つの解決策として何か対応が必要ではないかと。そうすると組合のほ

うの回答が、施設の建設是非についても決議すべきということに対して、我々として了解

することはできないということであり、協議会の意思を示す場合でも、その権限や法的な

根拠があって影響力を持つことではないということを説明しているというふうに会議録に

も載っているんですね。なので、ここで協議して何か結果をもって意思をあらわしても、

今までもここでずいぶん基本構想案や基本構想でも意見を述べていますけれど、ここのも

のが採用されて、協議会ではこう言っているからこうなったということは今まで一つもあ

りませんし、今回も協議をお願いしたいって書いてあっても、私たちに意思決定をさせる

つもりがあるのかないのかということと、そういうことに関して、全然根拠も何もないか

らしないというふうにとれる会議録が残っていますので、私たちはずっとここに座って、

地域の代表としてここにいますよね。こういう話が出ていて、何かあったときには協議会

で説明をしている、協議会と一緒にやっていくということを行政側は発信しているわけで

す。そうすると、いかにも私たちがそこの決定に何か加わって何か出すようなことになっ

たと、皆さんは、後の時代の人はそう思うわけです。 

 だけど実際問題として、私たち言ったことは採用されてませんし、協議も決議も意思決

定もさせてもらえない状態でここに行政の意向のまま座っているわけですが、それで私た
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ち、今後いいのだろうかと。皆さんは私たちがやっていると思っているのに、ここでは何

も決めさせてもらえてない事態なので、まず質問の１つとしては、協議してほしいという

協議で私たちに何を求めて、決定をさせてくれるのかくれないのかということと、あとは

この協議会に対して何も、これはこの協議会の皆さんにお聞きしたいんですけれど、この

ままでいいのか悪いのか。答えについては、平行線になるものっていうのもありますよね。

今、私が聞いていることに対しても平行線になったときに、何の権限もないし、何のあれ

も私たちにはないということを行政側がはっきりこれだけ言ってるんですから、私たちは

そう言われても、私たちの意思としてはこれは変だと思うっていう形で残さないと、もう、

今までもずっとどんどん押し進められていることは、皆さん実感していると思います。何

を言ってても取り合わないで、基本構想案にしてもそのまま、直したところといったらば、

説明を少し多く書きました、書き足しましたということで、ほかのことに関しては何も見

直しもしないで進んでいます。この状態で進んでいったらば、結局、何も意図しないとこ

ろのものが建って、私たちのことが反映されない、意にそぐわないものが建ったとしても、

彼らが説明して、この協議会でやったっていうことを私たち地域の住民に公表されるわけ

です。それは嫌なので、ぜひこの協議会として、行政側が意思決定を反映してもしなくて

も、私たちはこういう意思でこれはおかしいですよっていうことを、答えが平行線になっ

たものに関しては残していかなければならないなと思います。 

 質問として、行政が求める協議してほしいという協議の採決のあり方とか意思決定の仕

方はどうしたらいいのかということと、それとあとは、この協議会の皆さんに、今後そう

いう行政と、例えば何回やっても、この間の会議録にも、答えが平行線で同じことを繰り

返しているっていうことがあります。その繰り返してるときに、じゃあ、私たちはそれは

行政の言ってるふうには思わないよっていうことは書いて残していかないと、もうずっと

同じこと説明されてるだけなので。そうしないと話、前に進まないので、そこの一つずつ

の区切りをつけていきたいなと思うんですが、会議の進め方としていかがでしょうかとい

うことと、２点です。 

【邑上会長】  

 よろしいですか。すみません。大分長かったので、ちょっと、こういう意味ですよねと

いう確認なんですけど。 

【森口専任者】  

 はい。 

【邑上会長】  

 最初のほうは基準の話だったと思うんですけど、例えば環境基準とか何とか指針とかあ
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って、そういう値以下だからいいんじゃなくて、３市の平均との比較っていうのをしてい

ただけないかっていう要望があるっていうんですね、１つね。 

【森口専任者】  

 はい。 

【邑上会長】  

 それと、あとは協議会のお願いの話で、協議会で決議などして意思を表明していいって

考えていいんだよねっていう確認でいいですか。 

【森口専任者】  

 そういうことをしちゃいけないというふうにこの協議会は最初に言われてますよね。 

【邑上会長】  

 最初に言ってますよね、決議機関じゃないって言ってますよね。 

【森口専任者】  

 はい。そういう機関じゃないって言われてます。だけど今回、お願いっていうことで、

協議をしてほしいと私たちはここの中でお願いされたんです。じゃあ、私たちの協議とい

うのはどういう形で、どういう形をもってその協議結果を出すのかっていうことです。 

 それであと、ちょっと話飛びますが、ホームページのほうに今まで協議会の会議録と載

ってたんですが、最近、協議会の協議結果、協議会の結果となってるんですよ。で、協議

会って、結果私たち出してないのに、協議会結果になってるよと思ってるので、その辺も、

協議会ということに対してもう一遍、ちょっと、お願いするときだけは協議をお願いして

るのに、結論は出さないでそのまま意見として伺って全部聞かないっていう状況が今の状

況なので、この状況に関して、代表として座ってる皆さんはいいのかなっていう確認と、

じゃあ、今回環境調査に関して私たちが求められているのは、結論を出していいことなの

か悪いのか。それもわからないで、どういうお願いのされ方なのかっていうことと、最後

の２点です。 

【片山参事】 

 よろしいですか。  

 端的に申し上げますが、１点目の、ほかの地域に比べてＶＯＣが著しく高い濃度になら

ないことは、そういうふうにしてほしいっていう話ですね。 

【森口専任者】  

 はい。そうです。 

【片山参事】  

 そのための調査でございます。ＶＯＣについては環境基準、一部しか定められてござい
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ませんので、大気測定局っていうのがあるんですね、国、それから都道府県がつくってる。

近くですと、東大和市は奈良橋、小平は小川町、立川は確か泉町だと思いましたけども、

こちらで測定してるんですが、そういうものは出ておりません。なので、こういう形で四

季調査を、何もないときの状態を調べて、できたらどうなのか予測と。こういう調査をす

るためでございます。 

【森口専任者】  

 はい。お願いします。 

【片山参事】  

 ２点目の意見でございますけれども、手前みそで非常に恐縮でございますけれども、こ

れまでいただいた意見を反映させまして、私どもとしてはかなりハイスペックの内容にし

てございます。説明でも若干申し上げましたが、基本的には文献調査で、現地調査は行い

ません。ですから６カ月あればできる仕事なんですが、ＶＯＣについては現地調査をやら

ないと正しい比較ができないだろうというようなことがございまして、そういうものも入

れてございます。その結果、１８カ月の期間を要してするような提案を申し上げておりま

す。 

 どのようにここで承諾するのか、なかなか全員がＯＫということにはならないと思いま

すが、私どもといたしましては、今までこの協議会だけではなく意見交換会、情報交換会、

それから説明会等々やって、パブコメも行いました。その意見を踏まえて判断したもので

ございますので、大方これで問題ないっていうことであれば、これで実施させていただき

たい。また、決定的にこれはまずいっていうことがあれば、それは私どものほうでもう１

度考え直させていただきたいと、こういう意味での協議でございます。以上です。 

【邑上会長】  

 いいですか。ちょっといいですか。 

【片山参事】  

 はい。 

【邑上会長】  

 ちょっと聞き逃したかもしれないんですけど、東大和市は奈良橋だとか何カ所かで調査

しているという。それは調べれば正確にわかるんですよね。ほかの２市でも同様に複数地

点で調査がされていると言ってましたかね。言ってました？ じゃ、それはそういう調査

結果があるっていうことですね。 

【片山参事】  

 国設と都道府県の設置が両方あるんですけど、大気、一般大気環境測定局というのがあ
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りまして、それが奈良橋、それから小平は小川。立川はちょっと記憶ないですけど、泉町

にあるんですね。そこでやってるデータを使って生活環境影響調査はこういう結果でした

というのが一般的なんです、文献調査によって。ところが、そこの測定地点ではＶＯＣの

測定してないんです。非メタン炭化水素と、ＨＣですからハイドロカーボン、炭化水素を

やってるところはありますけれども、ＶＯＣはやってないんですね。ですから比較ができ

ませんので、現地調査をやらせていただくように提案してるということです。 

【邑上会長】  

 では今、既に調査をされてるところでは、ＶＯＣはわからない。 

【片山参事】  

 わからない。 

【邑上会長】  

 じゃあ、先ほどの要望は合わないんでしたね。ＶＯＣの値を平均と比較してほしいとい

うことは、今の話だとできないんですよね。 

【片山参事】  

 ですから現地調査をしますから、それでできるわけですよね。 

【邑上会長】  

 いや、ほかのその調査してるところでＶＯＣは調査されてないって。 

【片山参事】  

 現地調査をしますから、現地が今資源物処理施設ができない状態でどの程度のＶＯＣが

あるかは把握できるわけです、現地調査を。ですから、それは比較はできます。 

【坂本専任者】  

 それは前回やってるんじゃないですか。 

【邑上会長】  

 そうですね。ちょっと何か、ちょっと頭悪いのかもしれませんけど、今の要望ですよ、

要望がいいかどうかは別ですけど、要望としては、市の全体でＶＯＣが今どうなってます

っていう平均を見て、今回やる場所が著しく高くならないようにしてほしいという意味で

すよね。 

【森口専任者】  

 はい。そうです。 

【邑上会長】  

 なので、ほかの全体というか、何点かでしょうけど、ＶＯＣが調査されてなければ比較

はできないのではないかなと思うんですけど、ＶＯＣは調査されてないんですよね。 
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【片山参事】  

 周りはしてないから、ないです。 

【邑上会長】  

 ですよね。だから、今の要望は受け入れられないというか、できないですね。 

【片山参事】  

 要望は、著しく当該地域が高くならないようにというお話だったと思うんですけれど。

それは比較できますよね。 

【森口専任者】  

 ほかの市の平均より高くならないようにっていうことです。 

【邑上会長】  

 っていうのはできないですね。 

【片山参事】  

 ほかの市は測定してないですから、あれば比較できます。 

【邑上会長】  

 だから、まあ、今何かできるのかなと思ったんですけど、ＶＯＣ自体は直接比較できな

いんですね、だから市全体というか、３市で。 

【森口専任者】  

 現況と変わらないようにっていう。片山さんの言ってるのは、現況と変わらないかどう

かは出来る。 

【邑上会長】  

 それはいいです、それはいいですよ。造る前と造った後はもちろん比較できるのは当た

り前だと思うんですけど、先ほどの要望は違かったかなと思ったので。じゃ、それはでき

ないんですね。ＶＯＣが３市で平均が幾つになっててそこの地域はどうなってるっていう

比較はできないっていうことですね。 

 あと、ちょっと決議のところというか意思表明のところもちょっと、若干、回答が違か

ったかなとちょっと思ってたんですが、どうですか。調査自体の内容は確かにハイスペッ

クにしてるって前もお聞きしてるので、それ自体はまあいいんですけども、先ほどの会議

録の話もそうなんですけども、協議会ではこういう意見が多数でしたとかなんだけど、ち

ゃんとそれをそういうふうに対外的に示して行政が何かに進んでいきますとか、そういう

ふうにならないと、協議会の結果としてみんなＯＫだねって進んでしまっているように受

け取られたら困るよっていうことを言ってたんですね。 
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【森口専任者】  

 はい、そうです。代表ですし。 

【邑上会長】  

 ですね。ということに対しては特に、まあ、先ほど回答なかったと思うんですけども、

どうですか。会議録は公開されてるので、そこでこういう意見があがってたって、まあ、

見ればわかるのはわかるんですけども、確かに先ほど言われたように、結果って書かれて

るので、何か協議して方向性なり何なりいろんなのを決めて進んでいるように、確かに見

えなくはないなと。ウェブのほうですね。なので、ちょっとそこは違いがあるかなと私は

思いますけど。そういう認識でいいですか。じゃ、そういうことでいいですか。 

【森口専任者】  

 はい。 

【邑上会長】  

 ちょっと合ってないですけど。 

【森口専任者】  

 はい。回答はまた後でもいいですし。ただ、話が平行線になってるようなものや何か、

答えを何回聞いても同じ答えしか返ってこないものに関しては、ここの中で、それはおか

しいと思うっていうことでまとまれば、そういうおかしいと思うっていうことは書いて残

さないと、何か同意したように思われ、その回答で納得したように思われてる実情だと思

います。そこはやっぱり、代表として来ている以上は変だっていうことは書かなければ、

もう協議会が全部、今いろんなところの例が書いてますけれど、どこどこのあれにはこう

いう協議をしたっていう例もここに載ってましたが、そういう一例として私たちも協議し

てそれをつくるのに参加したことになってしまいますので、ここを、自分たちがこうと思

ってないものができる可能性のほうが高いんで、今も、それに対して私たちが賛同したよ

うに取られないようにしていきたいと思います。ＶＯＣや何、あと、本当に、片山さんに

質問なんですけど、この協議をお願いしますって言ったときの協議は、私たちは例えばこ

こ月何回でいいですねとか、それに対して、今書いてある、ここに書いてある環境調査内

容に、今ここで同意しろっていうことではないですね。それは別に協議する場を設けてい

ただけるんですね。 

【片山参事】  

 今これが協議する場です。 

【森口専任者】  

 今これが協議する場で、じゃあ、今ここに書かれてる、何か何回やるとかっていうのは、
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もうここで今私たちが何も言わないと、これで決定なるんですか。 

【片山参事】  

 何もなければ進めさせていただきたいと思いますけれども。 

【森口専任者】  

 というふうに。 

【岡田専任者】  

 いいですか。 

 今日は私は進んだと思うんです。この生活環境調査ということやりますということでは

ですね。今日はこのことについてはある一定の方向付けをしたいということ。いろいろご

意見あろうかと思いますけれども、環境調査というの、私も毎回言っているように、まず

これが一番だねという形で、今日のこのレポートは、この骨子だと思うんですよね。これ

を細かく枝葉をつけていくときにですね、まさしくこのメンバーでもいいですしほかのメ

ンバーでもいいんですけど、市民を入れて、月に１回じゃ粗すぎるんですよ。ですから分

科会みたいなものをつくって、そちらが組合側がつくった案に対して、例えば測定地、こ

ことここ決めた、じゃあ、それはそうじゃなくてここも加えるべきだねとかいう形でです

ね、はっきりお願いしたいのは、私は、ここはそういう分科会で決めた骨子、決めた案に

ついてみんなで討議すると。その前にやはり興味を持ってるっていうんですか、関心があ

る方は、もう少し細かい形でですね、いわゆる組合さんの議論の中に加えていただきたい。

これが市民参加のはずなんですよ。これをぜひやっていただきたいと思います。 

 でないとですね、１８カ月という形でお金を使います。で、今の環境がどうなのかとい

うことも非常に重要な、これが一番のベースになりますから、そのときに、ああ、あそこ

の測定地点を入れてたらよかったねということは、やはり専門家の方が一番詳しいかと思

いますけど、素人は素人なりに心配してる部分もありますから。今、森口さんが心配して

るような形でですね。ここで決めてください。これは無理です、はっきり言いまして。 

 ですから私はですね、やはり分科会みたいなものを、希望者を募ってですね、その中に

入れていただきたい。それは１０日に一遍だとかですね。大変かもわかりません。でも我々

も大変ですけど、やはり基本的には、そこに造られたときに、ああ、造っても問題なかっ

たねという結論が得られれば、それはそれでまたいいことなのでですね、ぜひこれお願い

したいと思います。我々も大変ですけど、組合も大変だと思います。でもお互いに知恵を

出し汗を出さないと、こういうことは前に進まないと思いますから、ぜひそのことについ

てはやっていただきたいと思います。 
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【森口専任者】  

 今、岡田さんがおっしゃったように、今ここで私も決まるとは思ってなかったんです。

経過で私たちにお願いされてるから、次回や何かに、これについて、じゃあ、今回調査地

点や何かについてどう思いますか、こことここでいいですかっていうことが具体的に煮詰

められると思ってたんですが、今ここに書いてある段階で次進めますと言われるのであれ

ば、例えばこの調査地点が４カ所とどこどこにするというのは、これ当然、地図で示して

いただかなければならない問題ですよね。地図で、こことこことここでやることになりま

した、範囲はここですとかっていうことまで何も書かれてないで、これで調査項目決まり

ましたっていうのは絶対おかしいと思うので、よく考え直してほしいと思います。 

【邑上会長】  

 ちょっといいですか。 

 まあ、いろいろごもっともだと思います。前にちょっと、事前に打ち合わせしていたの

は項目ですね。今回ＶＯＣに何物質、ＶＯＣの関係のやつは物質はどういう物質を調査す

るっていうことは、一応、案としては挙がってます。それを決定しないと調査を委託する

こともできないから決めてほしいと。確かに専門的な話になっちゃうので、なので勉強会

などしてやっていくことになるんだろうなと思っていました。そうすると長くなるので、

あんまりしたくないというのは多分あるんだろうと思うんですが。 

 あとは先ほどの、確かに月に１回って粗いですし、じゃあ、ここでできるのかっていう

と、どうかと思いますので、分科会っていう言い方ありました、まあ分科会でも委員会で

もいいんですけど、そういう類いのことを決めて。 

【片山参事】  

 私どもからもお願いしたいです。これは、最初の入り口の部分なのでしっかり議論した

方が、より多くの方に納得いただいて仕事進めたほうがいい仕事だと思います。 

【森口専任者】 

議論にしても結論にしても、今までのように結果は出さない、方向性は示さないという

ことを、組合のほうというか行政側で決められているんじゃ、手伝ってくれって言われて

も、私たちも方向性のしようもありませんよね、もう。 

【邑上会長】  

 そうは言ってるんですけどね。もともと決議機関なんかじゃないとかっていう話ありま

すが、それを今すぐ決めるというのはなかなか難しいので、今の話で、提案した分科会の

ような形で専門的に今回の影響調査をするための検討会というのをやろう、やってはどう

かというご意見ありましたけれども、決をとるのがどうだとありますが、今いる方で、そ
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の方向性として、自分がやるの嫌だとかあるとは思うんですが、そういうことをやってい

ったほうがいいのではないか、または、いや、それは不要だからお任せしたいとかいろい

ろあるとは思うんですが、まずは皆さんの気持ちというか、どんな感じかなというのをち

ょっと確認したいのですけども。今の分科会のような形で、詳細をいろいろ検討していく、

調査なり何なりしていくということの活動自体やっていくことは賛成でしょうか、反対で

しょうか。賛成の方がいましたら挙手をお願いしたいんですけど。 

 はい。ちょっと数を数えてもらっていいですか。 

【木村課長】  

 すみません。もう１度、手をお願いします。 

【尾崎代表者】  

 これ環境評価調査。 

【邑上会長】  

 環境調査。 

【尾崎代表者】  

 それをちょっと分科会でもっとこまめにやろうということね。 

【邑上会長】  

 そうですね。ちょっと大変ですが。 

 わかりました。今この場でこれどうとちょっと言えないので、１２名いましたっていう

だけに、この場ではしておきます。 

 一旦、ちょっとほかの質問、今ので。 

【小川代表者】  

 今のに関連して。 

【尾崎代表者】  

 今のような感じで物事進めていってよ、それを前から俺言ってたの。 

【小川代表者】  

 そうそう。 

【邑上会長】  

 いいですけど。もともとあまりそういう流れではなかったので。 

【尾崎代表者】  

 言いたいこと言ってもしようがないでしょ。 

【邑上会長】  

 でも、言いたいことを言わないと仕方ないというところもあるので。 
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【尾崎代表者】  

 だから何回も同じこと言うのよ。 

【小川代表者】  

 そう。 

【邑上会長】  

 平行線なのでそうなってしまう。 

【小川代表者】  

 それは最初から言ったことですよ。ここは議決機関じゃないけども、ね、沢山どういう

意見があったのかと。今まではそれ全然なかった。言って、それで終わり。 

【岡田専任者】 

今日からなくなればいいじゃない。 

【小川代表者】  

 そうそう。それがなくなればいいんだけど。 

【岡田専任者】  

 賛成かどうかだけでもやればいいんだよ。 

【小川代表者】  

 今までがそうだったから、今議論がおかしくなっちゃった。 

【邑上会長】  

 はい。今、書き方がどうかってありましたけど、ちゃんと協議してほしいというふうに

出てきてますし、協議するっていうことは、言いっぱなしでいても決まんないので、とい

うことは決めてくれって言ってるんだから、そうなったんじゃないですかね。 

 はい。じゃ、わかりました。じゃあ、それはそれで。 

【尾崎代表者】  

 ちょっと意見いいですか。 

【邑上会長】  

 はい。 

【尾崎代表者】  

 今やってるじゃない。打ち込んでるじゃない。それを今後、会議が終わった後でもいい

から打ち込めるようにして、赤なら赤でいいし。最終的な今日の会議の、別会議でもいい

し別討議でもいいから、そこの質問に対して衛生組合のほうで次回までの回答がほしい。

我々はその次回までの何日までに、ほかに意見あると思うよ、きっと。自分で出していけ

ばね。ここでいないけど。 
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【森口専任者】  

 ここ以外のものも受けつけるようにしていただければいいですね。 

【尾崎代表者】  

 そうそう。あそこに意見を出して、我々がさ、今日の意見はまとまり、今日の以降の意

見、まだあると思う、引っかかるものが。それを赤でね、やると。赤で質問して、回答は

赤で回答する。それをお互いがパソコンの中でやり取りする。そうしたら、あんまり複雑

なあれじゃないと思いますね。それ公開するんでしょう？ 

【邑上会長】  

 ええ。そうですね。最初に前回打合せた話をあまり詳しくしなかったですね。どういう

ふうに、あの、ちょっと申しわけありません。最初に言えばよかったんですけど。 

 前にこちらで打合せをさせていただいて、前回のことがあったので。今後、進め方をど

うするっていうことで、こういうことをやろうっていう話になっていたんですけども、ま

ず、今日はＶＯＣの話とこの環境影響調査の話があったので、これについて説明して、質

問出して、回答を出していきますと。これはこれでやりますと。で、今まででやっぱり納

得いかない回答がある、まあたくさんあるわけなので、それも挙げていきましょうと。で、

それも回答してもらいましょうという話をしていて、それを言ってなかったので、まさし

く今の話なんですけれども、やっていきたい。 

【尾崎代表者】  

 記録に残るもんね、ちゃんと記録残る。 

【邑上代表者】  

 例えばですね、想定地があそこになってますと。それについては決まってますというか、

あんまり十分な回答がされてないですね、例えばですけどね。そういうことについても再

度質問していただいてですね。 

【尾崎代表者】  

 十分な回答でも十分でない回答でも、回答なの。 

【邑上会長】  

 まあ。その内容はそれでいいのかという話あるので、またさらにつっこめばいいんです

けれども、そういうことをやろうという話をしてました。で、それを何か書き物に今なっ

てないですね。ちょっとそれが出てなかったので申しわけなかったんですけれども、そう

いう話はさせていただきました。ですので、ちょっとこれは今回から始めてます。書いて

ある内容も、多分言ったことと同じようなことは書けないので、そこの要約にはなります

けれども、書いていただきたいと思ってる。こちらも一応ちょっとメモは打ってますので、
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合わせていきたいと思っています。 

 すみません、なので、今の森口さんの意見とかは一旦終わってですね、次の方というこ

とで。では、いいですか。 

【小川代表者】  

 グランドメゾン・イーストスクエアの小川です。 

 さっきの話の続きになりますけれども、ちょっとね、協議会の、さっきの話と二重にな

ると思うんですけど、１回目に言ったけど、私も以前から言ってましたけど、議決機関じ

ゃないけども、どういう意見があったのというのを反映してもらいたいというのは、私も

ここではっきりと申し上げたいと思います。それを反映しないでただお願いして、何か協

議会が進んでいるように、もう承諾得たような、市議会でもそういう答弁はありました。

そういう話ではちょっとまずいと私は思います。 

 それで、１つは、ＶＯＣとか生活環境問題については、これは必要だと思いますよ、調

査はね。この内容について私もわかります。わかりますけれども、今まで私たちが、ちょ

っとここではなにか官庁とかそういうとこでデータでお調べになってるんですから、これ

も信用しなきゃいけないんだけども、学者の話では、そうじゃないよと言ってるんですよ

ね、そうじゃないよと。それの意見も参考にして聞く必要があります。それを議論戦わせ

て、岡田さんじゃないけども、世界一の施設を造りなさいというのが、私たちも希望にな

ってる。どうせ造るんだったら。 

 ところが、これがね、私たちが最初から言っているように、１つは、こういうマンショ

ンの中に狭いところで造るのは想定地としては正当じゃないと。岡田さんと森口さんの見

学した感想を書いておられましたけれども、当然、向こうは市街化調整区域であって、広

さも相当広いし、周りは住民もないし、そういうとこでやってます。それであっても、岡

田さんの話では第三者機関が入ってないと。第三者入る市民参加型でもないと。それから

森口さんのおっしゃったように、向こうへ行ってもいろんなこと、具体的に疑問のとこ十

分に見せてもらわなかった。臭いがすると、臭気はしてたという話なんですよね。 

 それで本当に、１つは、ＶＯＣ対策しても７０％か８０％は除去されるというんだけれ

ども、あとの少し残ったやつ、それをどうするかとか、それ本当に大気中で飛散するかと。

学者の話によれば、それが滞留して部屋の中でたまるという話なんですよね、空中にね。

その中で、工場の中で働いている人は、その都度出るからいいけども、住んでる人はとて

もではないというのが一般での通説なんですけど、このことも学者とのいろんな、さっき

勉強会をさせてくださいっていうけど、勉強会をさせてください。そういうこともね。 

 それからもう１つは臭いなんだけども、１つ例を申し上げますと、隣にパチンコ屋があ
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ります。で、たばこの臭いが来ます。それで３回ぐらい協議しました、たばこの臭いに対

して。私、東大和の環境課にも文書出しました。１つは臭いと、もう１つは、ニコチンか

ら出る幼児に対する健康障害の問題あるから、これ調べてくださいと言いましたところ、

これはあそこのメーカーにも電話したんだけれども、メーカーでは幼児のあれにはそうい

う検証されてないと、まだ。臭いはある程度切りますという話で、パチンコの人も東京本

部から来て、もう全部来て、臭いは出しませんと。設備ができました。 

 ところが、臭いがするんですよ。あそこの横通ってごらんなさい。たばこのね、臭いが。

それで住民の中でも、９階の方が部屋に夏はたばこの臭いがこもりますということで、こ

の間も、先日申し込みしました。そうしたら、これはどうしようもないというんですよ。

プラズマクラスターというのをいっぱいつけたんだけど、それでここにもプラズマという

のありますけども、臭い出るんですよ。それはね、例えば昭島とか八王子なんかは遠いか

ら、広いから、市街地なんて周りにないからいいんだけど、ここは数十メーターしかない

ところで、そうなるとたまったものじゃありません。どうしても部屋の中の空気は外に排

気しなきゃだめだから。それは完全に臭いが消えるっていうこと、保証があるのかどうか。

それはどうしても聞きたいです。 

 以上です。 

【片山参事】  

 臭いの問題なんですけども、正直申し上げまして、完全に消えるということはありませ

ん。まあ、基準値はクリアするように、もちろんそういう設計をして設置することになり

ますけれども、全く出ないという、そういうものはちょっと施設としては造れない。きれ

いなプラスチックを集めることになってますけれども、なかなか市民の方すべてがそのこ

とを理解して協力していただけないと。市のほうも広報はしていますけれども、不燃に可

燃が入ったり、可燃に資源に入ったりということもある現状を考えますと、残念ながら腐

敗物が多少入ってくるのかなというふうに思います。そのために脱臭設備で、ＶＯＣ除去

設備も兼用になりますけれども、こちらのほうで処理をして基準値以下にしたいというふ

うに考えております。 

【小川代表者】  

 それでまあ、答えはわかるんだけど、そういう自信がないということなんですけれども、

なんでそういうのにそういうものを、すぐ横にマンションがある、養護施設がある、そう

いうところにね、建てるのか、想定地が間違っていると、最初から言ってると私は思いま

す。 
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【邑上会長】  

 今、においの件は、完全に消せるということではないだろうって話ですね。ほかに質問

なり要望なり。お願いします。 

【深澤専任者】  

 グランステイツ玉川上水専任者の深澤です。 

 まず１点、ＶＯＣについてなんですけれども、先進施設の対策事例として寝屋川のこと

が書いてありますが、これ寝屋川は先ほども紛争事例でも書いてありますので、先進施設

としての事例として出てますけれども、先進施設であっても、例えば紛争事例は出ている

ということになりますので、これについて、八王子について先月もいただきまして、今月

も森口さんのほうから資料のほういただいていますけれども、住民のお住まいになってい

る施設の住宅のほうから遠いというようなお話がありました。ただ、この寝屋川について、

どの程度離れているのかがわからないということがありますので、もしわかれば今教えて

いただきたいということ、あと、やはり先進施設としての紹介がある寝屋川施設であって

も、当然紛争が出るということであれば、当然、ＶＯＣについてもそれほど、何というん

ですかね、健康被害についてそれほど問題ないという学者の方もいらっしゃいますし、当

然、未知のＶＯＣの物質があるということで問題視されている学者の方もいらっしゃいま

すので、できたら勉強会においてはさまざまな意見をお持ちの専門家の方に来ていただき

たいなと思っています。 

 １点要望です。お願いいたします。 

【尾崎代表者】  

 ちょっといい？ 寝屋川については、今回の我々が討議しているような梱包するだけの

施設？ 同じなの？ マテリアル？ 

 溶融して、要するに再生する施設なの？ 

【片山参事】  

 全く同じです。 

【尾崎代表者】  

 全く同じ？ 

【片山参事】  

 はい。ただ、道路を挟んで反対側に溶融する施設があるということが違う。 

【尾崎代表者】  

 それによって環境も違ってくるわけね。溶融してパレットつくるわけじゃない。 
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【片山参事】  

 はい。 

【尾崎代表者】  

 それについて、どこのあれなのかわかってないの。ＶＯＣとしてさ。発生源が。 

【片山参事】  

 そうですね。 

【尾崎代表者】  

 発生源が規定できないでしょう。 

【片山参事】  

 そうです。 

【尾崎代表者】  

 そういうのもあるんだよね。 

【片山参事】  

 はい。 

【森口専任者】  

 ただ寝屋川のほうは排気口のところに何かつけてるんですよね、ちゃんと。つけてて、

それの数値は寝屋川だけのものとして、私たちもホームページで見ることできます。 

【尾崎代表者】  

 それはこっちの施設と同じような感じのリサイクルの。 

【森口専任者】  

 そうです。 

【尾崎代表者】 

 梱包作業ためのだけのあれなの。 

【森口専任者】  

 はい。 

【飯島代表者代理】  

 ちなみに、その数値って全国一般的なＶＯＣ計測されている地域と比較してどのぐらい

なんですか。 

【森口専任者】  

 それが私はわからないので。ただ一番最初のそういう紛争する前のところを見ると、市

役所の屋上と同じだといったものがとんでもない倍数で出たということだったので、もし

片山さんわかるんだったら、今ここにどれぐらい出てますよって書いてありますね。それ
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が市役所の屋上の何倍だかわかります？ 寝屋川市役所の一番最初に測ったやつと今その

出てるやつの。 

【片山参事】  

 前も申し上げましたけど、全国で大気測定局がありまして、そこで「そらまめ君」とい

うので検索すると出てくるんですけれども、やっている。その項目についてはＮＭＨＣ、

非メタン炭化水素と炭化水素だけで、ＶＯＣはやってないんです。ですからＶＯＣが全国

的にどういう濃度で分布しているのかという資料はないんです。そういうのがない中で。 

【尾崎代表者】  

 寝屋川は何なの。 

【片山参事】  

 寝屋川は屋上、役所の屋上で採った１,７００でしたっけ、森口さん。 

【森口専任者】  

 私、そこまで覚えてません。 

【片山参事】  

 １,７００マイクログラム／立米だと思います、記憶で申しわけないですけど。そのぐら

いの濃度だったので、その濃度ぐらいでは出せるんじゃないかということで、当初はそれ

を管理目標みたいにしてたみたいです。 

【森口専任者】  

 それができなかったので、何か。 

【片山参事】  

 それから寝屋川、民地の距離、誰か記憶してないですか。ほとんどみんな職員行ってる

んですけど。一番近いのは、それでも５００か７００か。 

【飯島代表者代理】  

 総じて言うと、問題なく、その施設の周辺には全然なくて、住環境というか。あまりな

いんですか。 

【森口専任者】  

 そこそこはあるけれど、ちょっと離れてるところかな。ググってください。 

【飯島代表者代理】  

 わかりました。すみません。 

【森口専任者】  

 よろしくお願いします。 
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【飯島代表者代理】  

 すみません、勉強不足で。 

【森口専任者】  

 全然。いいえ。ググってみてください。 

【飯島代表者代理】  

 総じて言うとリスクがすごくあるんじゃないかって聞こえてしまうんですけど。いや、

今大阪のほうの問題と、あと杉並のほうの問題と、専門家たちも、ねえ、賛否両論あるわ

けじゃないですか。それのリスクがまだ取り切れてないというのが、何か、断片的に今お

話聞くだけでもすごくリスクは高いように聞こえるんですけれども、本当に、大丈夫って

本当に言えるんですかね。 

【片山参事】  

 ですから、８８０幾つは全国に施設があり、で、同じような施設の中でそういう係争に

なってる、公調委が今調べてるというのは１カ所だけだと、こういう状況ですね。 

【森口専任者】  

 それで件数が載っていたわけですか。 

【片山参事】  

 はい、そうですね。 

【森口専任者】  

 何件ありますっていう件数が載ってて、これには何の意味があるんだろうなと思ってた

けど、これだけあるっていうことね。 

【片山参事】  

 そうですね。正直申し上げまして、行って見てきましたけれども、正面に産業廃棄物の

集積場みたいな処理施設もありますし、すぐ道路挟んで隣がパレットをつくる、ですから

熱をかけてプラスチックを溶融してパレットをつくるという工場があること。それから浄

水場がその隣にあると、そういう状況でございますので、まあ、原因はほかにあるのかな

と、もし健康被害が出ているのであれば。そのように感じて帰ってはきました。 

【尾崎代表者】  

 ということは、ＶＯＣの調査はやるわけね。それは決まってるんだね。それを何カ所と

か、何カ月に１回とかじゃなしに、分科会を設けたりいろいろ、我々も参加してやりまし

ょうということですね。 

【岡田専任者】  

 参加させていただきたいということ。 
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【尾崎代表者】  

 いただきたいということ？ 

【岡田専任者】  

 そういうふうにさせてもらわなきゃ困るということですよ。 

【尾崎代表者】  

 市民参加型にしてください。 

【岡田専任者】  

 そして要するに１８カ月かかるということは２年間ぐらいかかる。これを逆線引きを引

っ張ったら、ほんとに過密なスケジュールでやっていかないとできないはずなんですよね。

ですから、即、手を挙げた人はどんどん参加してもらって、そちらからできる日を提案し

てください。皆さんの意見をとってるとなかなか全員集まらないですから、もうしようが

ない、組合さんのスケジュールの中でこの日集まれる人は集まってくださいみたいな形で

やっていかないと前へ進まないと思いますから。 

【尾崎代表者】  

 だから、半径２００メーターとか８００メーター。せっかく書いてある。そこで決めり

ゃいい。 

【片山参事】  

 会長、最後に日程調整させていただいてよろしいですか。残っていただいて。 

【森口専任者】  

 地図に残って。やっぱり地図で書いてこことここってやって皆さんに見てもらって、い

いですねじゃなければ、ここで今このままいきますよと言われても、みんなこれでいくと

は思ってないですね。 

【岡田専任者】  

 いいんですよ、これは骨子ですから、それを肉づけするのは我々と組合の方なんです。 

【森口専任者】  

 でも、今このままいくと片山さん。 

【片山参事】  

 いやいやいや、意見がなければ。 

【尾崎代表者】  

 そういうこと言ってないよ。 

【岡田専任者】  

 言ってない。 
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【片山参事】  

 何もなければそれは。 

【岡田専任者】  

 だから、今意見を出したわけです。 

【森口専任者】  

 よかったね、出して。 

【小川代表者】  

 ＶＯＣもそうだけど、悪臭対策ね。さっきもうこれは対処できないというんだけど、横

に住んでる人だってたまったもんじゃありません、それは。それは反対です。 

【邑上会長】  

 じゃあ、お願いします。 

【町田専任者】  

 そろそろ時間なんですけど、今日もこんな感じなんですよ。私、栄一丁目自治会の町田

です。 

 次回、もっと基本的なところからやってくれませんか。例えばこの施設が本当に必要な

のかどうか、それから、造るんだったらこの土地、現在行政が進めているこの土地が本当

に適してるのかどうかね、それを進めてもらわないと、話が後続かないですよ。環境調査

せっかくやったって、もし万が一、全然違うところに造ることになったら、やったことが

あまり生きないじゃないですか。 

【邑上会長】  

 そうですね。 

【町田専任者】  

 だから、もっと基本的なところから進めてほしいです。だって、建設場所についたって

ね、ほとんどの人が納得してないですよ。 

【邑上会長】  

 まったくもって私はそのとおりだと思っているんですけれども、こちらの人間ではない

んですが、組合の今の希望としては、まずこの生活環境影響調査をしないことには先に進

まないということで、この内容を詰めていきたいという要望があるということで、今はこ

れをやっています。 

 私も、想定地以前にこの事業を今やる本当に必要があるのかというような疑問を持って

いるんですけれども、それはそれでやっていきたいと思っています。一応そういう話はし

てます。 
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 なんですけれども、それだけやっているとこの調査の話も何もできないので、両方やっ

ていくということでいいのかなと思っています。 

 今日もこんなんだというのはあるんですが、ただ、いろいろ強い要望いただいて、こう

私も書いてますけれど、あるところ、明確にできてきたかなと。なので、今日出てきてい

る質問などに関して、ある程度は明確な答えがもらえているのかなと思っています。これ

をちゃんと残していけば、で、会議録とかにくっつけていけば、読んだ人は何が行われて

いるかわかるし、その内容自体が、やっぱりやり取りおかしいということであれば、それ

も理解というか認識されていっていいのかなと思っています。 

 もう決まった時刻ではあるんですが、一応もう一方お話聞いて、それで４５分という話

であったんですけど、私がメモしたのと比べると大分少ないんですね。 

【尾崎代表者】  

 ちょっとまとめて。 

【邑上代表者】  

 一応ですね、ここでまた打ったりとかしていると時間かかるので、内容だけを皆さんで

確認していただいて、そんなことありましたよねという確認をして終わりにしたいと。あ

とは、先ほど片山さんから話があったんですけど、分科会というか別枠でやろうという提

案がありましたので、じゃあ、まず日程調整をしたいということだったので、挙手した方

はみんな残ってくださいというわけではないんですが、もし大丈夫な方は残っていただい

て、ちょっと日程調整をしたいなと思います。 

 じゃあ、あともう１つ意見いただいて、それで今回、今日出てきた内容をちょっと復習

するというかですね、確認するというふうにしたいと思います。 

【田中代表者】  

 先ほどから揮発性有機化合物について、要するにＶＯＣですね、これについて話が出て

ますが、ＶＯＣの危険性、それからどういうものがどういう状況になる、例えば今度東大

和で集めるものの中からどんなものが出やすいのか、どんなことになったらいかんのかと

いう話、それをはっきりと数値で出すということは、これは今日本中調べてないようです

から無理だと思います。だけど、我々にとって一番知りたいのは、この東大和で作業をし

たときの出るであろうという危険物質をある程度絞り込んでいかないとまずいんじゃない

かなって思うんですね。 

 それともう１つは、生活環境、こうした形で調査しましょう、で、ＶＯＣも調査しまし

ょうって非常に前向きですので、それを先ほど岡田会長のほうから言ってましたが、分科

会なり何なりでということで進めていこうということがありますが、ぜひそういったこと
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に関しても大いにやっていくべきだと思うし、で、最終的には、まず、こういうことを言

っていいかどうかわかんないんですけど、ごみ処理の施設はまず必要なんだっていう認識

があっていいと思うし、小金井みたいなことになっても困るし、じゃあ、その場所をどこ

が本当に一番いいのか、あるいは現状でどんなところへ可能なのか、そこから、先ほど意

見ありましたけれども、もちろん私たちも、おまえの家でいいよって言われて、私は絶対

反対しますから。これはもうみんな誰でも同じだと思います。自宅へ持ってこられたら困

るのは、もう全員一緒です。ですからそこはまず度外視していかないと、まずできないと

思います。で、岡田会長言うとおり、世界で一番いいごみ処理施設を造りましょうという

ことで進めていけばいいんじゃないか。危険性というのは、本当に何を造ってもあるわけ

ですから。絶対安全な食べ物もありません。食べ物は、食い過ぎれば糖尿病にもなるし。

ですから絶対安全なものというのはないわけですから、だったらより安全なものという形

で物事を考えていく必要があるんじゃないかなって思うので、こんな形で意見として聞い

ていただければと思います。 

【邑上会長】  

 きれいにまとまりましたので、今日は意見はここまでで。 

 一応、ざっとですね、今日出てきたものをちょっと確認したいんですけども。 

 意見もあったかと思います。最初、施設自体要らないんじゃないのという話があったと

思いますね。で、それは東京都の２３区の方針変わっているから、杉並は施設が変わって

ますという話とかがあったと思います。 

 ごみ有料化でごみ量削減するのが先じゃないのというのが、各市の政策だよという話で

した。 

 あと次は、この生活環境影響調査のほうのフローの中で、関係住民からの意見書の提出

はどこだという話ですね。それは衛生組合だという回答でしたね。 

 あとはＶＯＣの基準値ですね。何とかの基準値以下だからいいよというのではなくて、

３市の平均で比較してもらえないかというのがあって、回答としてはそのために調査を今

回するんだというのは、設置前というか建設前後で比較するためということだったんです

けど、３市の平均というのではないんですね。という話がありました。 

 その次は、協議会で協議していろいろ意思表明していいんですかという話ですね。して

いいっていうことだと思いますので、そのように受けとめてます。 

 あとは、ホームページには協議会の結果と出ているんだけど、結果を出すことしないん

じゃないかという指摘があったかと思います。 

 あとは環境調査について、方向性を決めていきましょうと。これでいうと３番目ですね。
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分科会などでやったらどうかということがあって、衛生組合としてもできればお願いした

いということだったので、これからやりましょうという話になったと思います。 

 次は、会議の最後に質問をいろいろ追加すればという話があったので、それを今やるか

どうかは別として、進め方ではその他の質問も追加してきましょうという話を前回組合の

ほうとはしたので、それをやっていきたいと思っていますので、それでいきたいと思いま

す。 

 あとは、学者もいろいろいるので、いいと言っている学者もいるしよくないと言ってい

る学者もいるので、それぞれ意見を聞くことが要るんじゃないかという話がありました。 

 あと、除去装置で完全除去できないＶＯＣですね。その残留物が影響あるんじゃないか

という意見というか、そういう説があるという話があったと思います。 

 あと次、臭いですね。臭いが完全にどうも消えないと。パチンコ店で消えると言ってた

けど、やっぱり消えなかったというのが、すべて除去できないかなという話がありました。 

 あと想定地の話もちょっとあったんですけれども。 

 あとは寝屋川ですね。寝屋川の施設と住宅ですかね、距離どれぐらいかということで、

これ正確にはわかるんですかね。これは地図見ればわかるかもしれないですけど、５００

メートルぐらいかなみたいな話はあったんですが、ちょっとここは、一応、会としては保

留ですよね。 

 あとＶＯＣの話は学者の話と同じことがあって。 

 ちょっと書きにくいのは書きにくい、確かにわかるんです、書きにくいのはわかるんで

すけど。 

【尾崎代表者】  

 こういう感じでいい。 

【邑上代表者】  

 私はメモしてはいるので、ちょっとそれ言っておきますけど、寝屋川で今回検討してい

る施設は同じかということでいうと、施設としては同じだよと。だけど、ほかの施設が近

隣にありますという、そういう話がありました。 

 あとは数値。数値はＶＯＣなんですかね。数値わかってるのかということで、それは市

役所の屋上で計測してるとかっていう話があったと思います。 

 あとは、リスクは高いんじゃないかという意見があり、先ほど、８００以上の施設があ

って、こういうような、調べるというのは何か訴訟という意味ですか？ 

【片山参事】  

 はい。 
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【邑上会長】  

 それは１件だけだという話があったと思います。 

 あとは、次回ですね。もっと基本的な項目とかそもそも論とかを検討したらどうかとい

う話があったんですね。ちょっとそれは回答としてはできないと思うんですけど、一応、

そういう要望を出していただいたと。 

 あとはＶＯＣの危険性とか、想定できるような危険内容、そういうことが把握できない

のという話ですね。あとは前向きに進めていきましょうということだったと思います。 

 ざっとメモしたのはこんな感じかなと思っているので、振り返りとしては大体いいでし

ょうかね。 

 じゃあ、今日はそれなんですけど、次回は、前回、予定の表あったじゃないですか。そ

れで日にちってそうなってますか。じゃ、その話をちょっと。 

【木村課長】  

 次回につきましては、前回、９月２０日の日に参考の資料をお渡ししておりますが、１

１月の８日を予定しております。午後７時からですね。日程についてはそれを予定してお

りますので、また後日、開催通知のほうはお送りさせていただきます。 

【森口専任者】  

 １１月の８日はずいぶん近いですけれど、それまでに会議録とかは、また３日前とかと

いうんでは、夜寝ないでテープを聞かなきゃいけなかったりするので、もっと早く上がり

ますか。 

【木村課長】  

 なるべく早く、メールなども活用しながら早くお渡ししたいとは思いますが、なるべく

早く送付できるように努力したいと思います。 

【小川代表者】  

 場所を桜が丘にやってくれという人もいるんだけど、それはできないですか。ちょっと

遠いですね。 

【邑上会長】  

 前回のときに場所はどうですかと。私は個人的にこっち来たくなかったんですけれども、

意外に皆さん、別にここでいいみたいな話になったので今日はここだったんですけど、私

はできれば桜が丘のほうがいいんですよ。個人的にですよ、歩いていけるので。実際、こ

れをとってもあれかもしれませんけど、実際に皆さんどうですか。ここ、こういうのいろ

いろ使えたりとか、広くていいのはいいんですけど、ちょっと遠いのは遠い。実際にあの

後で、個人的に、やっぱりここは嫌なんだけどという意見もいただいたりしてですね、こ
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の場でもう１回確認したいなと思っているんですが。 

【森口専任者】  

 プロジェクターは桜が丘でも持っていけますか。 

【邑上会長】  

 前に持っていったことありますよね。 

 使えないかもしれませんけど、前にＤＶＤか何かを見たときありましたよね。なので。

実際どうですかね。ここで全く問題ありませんという方。できれば桜が丘市民センターが

いいんだけどという方は。ああ、半々ぐらいですか。 

【森口専任者】  

 じゃあ、偶数月と奇数月にするとかいうふうにはできませんか。 

【邑上会長】  

 どうしますかね。じゃあ、とりあえず次回はここにしましょう。で、またちょっと考え

るということにしましょうか。じゃあ、１１月８日で午後７時からこの場所でということ

ですると。 

【尾崎代表者】  

 片山さん、１つ。全く関係ないかもしれないけど、土壌汚染についてはいつやるの。土

壌汚染、調査。 

【片山参事】  

 あれは２７年度予定しているので。 

【尾崎代表者】  

 それちょっと結果教えてね。 

【片山参事】  

 もちろん。 

【尾崎代表者】  

 それについてはいろんなとこ出てるから近くで。いろいろな問題出てる。 

【邑上会長】  

 いいですか。じゃあ、資料の説明が最初になかったんですけど、今この２つのプレゼン

というか、片山さんに説明していただいた資料と、あと次第。あともう１つかな。 

【木村課長】  

 すみません。今日ですね、机上に配付をさせていただいております、これは、委員の森

口さんが先日施設見学会へ行ったときの報告書ということで書いていただきましたので、

これを配付させていただいております。参考として配付をいたしましたので、よろしくお
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願いいたします。 

【邑上会長】  

 前回、岡田さんからいただいたのと同じような位置づけですよね。 

 じゃあ、今日はこれで終わりなんですが、分科会というもの、どうなるかわからないで

すけど、やっていこうという話があったので、参加してもいいよ、ぜひ参加したいという

方は一旦残っていただいて、そのほかの方は解散ということでお願いしたいと思います。

どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

  

 


